
モニタの点滅は蓄電池・ランプ交換の合図ですモニタの点滅は蓄電池・ランプ交換の合図です
◎蓄電池交換目安：4～6年 ◎ランプの交換時期

充電モニタ表示 状態

自己点検後点灯

自己点検後点滅

正常

蓄電池交換(寿命)

消 灯 蓄電池コネクタ外れまたは非常点灯中

ランプモニタ表示 状態

ランプ外れ 故障

ランプ交換(寿命)

消 灯 正常

通常使用時点灯

通常使用時点滅

※旧モデル及び自己点検機能を搭載していない器具では、モニタの状態表示の内容が異なる場合があります。ランプモニタのない非常用照明器具もあります。
ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池はリサイクルが必要です。使用済電池は回収拠点へお持ち込みください。

(一社)日本照明工業会
LED照明ナビ
「防災照明器具は
万一に備えた正しい点検と交換を」

こちらから▶

蓄電池お取替えの目安は4～6年です。ただし年に1～2回の放電がない場合や、
設置環境が低温または高温の場合には蓄電池内部の劣化が進みやすく、停電
時に非常点灯時間が法定時間より短くなる場合があります。

・直管蛍光ランプ：約1～2年　・冷陰極ランプ（高輝度誘導灯)：約3～6年
・コンパクト形蛍光ランプ：約半年～2年　・LED光源（高輝度誘導灯)：約6年
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防 災 照 明 のメンテ ナンスを
お 願 い い たします
防 災 照 明 のメンテ ナンスを防 災 照 明 のメンテ ナンスを
お 願 い い たしますお 願 い い たします

誘 導 灯・非 常 用 照 明 器 具 は
メンテナンスをしな いと
もしもの 時 危 険で す

蓄電池・ランプは蓄電池・ランプは
メンテナンスが必要です。メンテナンスが必要です。

器具の交換時期は8～10年が目安です器具の交換時期は8～10年が目安です

非常用照明器具非常非常非常常常常非常常用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用用照照照用照照用照用照用照用照用照用照用照用照用照用用照用照用照用照用用照用照用照用照用照照照用照用照用照用照用照照用照用照用照用照用照照照照用照用照用照用照照用照用照照用照用照照用照照用照用照用照照用用照照照用照照照用照用照用用照照照照用照照照用照照照照照照照用照照用照照照用照用用 明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明器明明器明器明器明明明器明器明器器明器明器明器明器明器明明器明器明器明器明器明器明器明明器明器明器器器明器明器明器明器明器明器明器器明器明器明器明器明器明器器明器器器明器器明器明器器器明器明明器明器明器明器明明器明明明器明器明器明明明器明明明明明器明明明明明明明器明明明明明器明明明明器明明器器明器器明明 具具具具具具具具具

非常用照明器具

誘導灯

点検スイッチ・各種モニタ

※長時間定格形器具は60分間

※長時間定格形器具は60分間

20分以上
非常時点灯時間

非常時点灯時間

30分以上

誘導灯・非常用照明器具は法令※1に基づき、災害などの非常時に備えて確実に避難誘導で
きる機能を維持するために定期点検により20分（30分または60分）※2以上の点灯確認が定
められています。
また、高所や狭小部に設置する際は、メンテナンスを考慮しての設置をお願いいたします。
内蔵蓄電池を適正にご使用いただくためには、定期的に十分な放電が必要です。
年に1～2回の点検をお願いいたします。
特に設置環境が低温になる場合は、6か月毎の点検による十分な放電をお願いいたします。
※1 誘導灯：消防法第17条3の3、非常用照明器具：建築基準法第12条第3項
※2 （ ）内は非常用照明器具の場合
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https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont32_yuudoutouHijoutou.htm


※本チラシ掲載の価格には、消費税、配送、設置調整、据付工事等に要する費用は含まれておりません。
    また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
　価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

リモコン自己点検でらくらくメンテナンス

充電モニタが点滅したら
蓄電池の交換が必要です

非常用照明 蓄電池の交換方法は動画でご確認いただけます。

※誘導灯蓄電池の交換方法は取扱説明書をご確認ください。

※点検方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。

自己点検リモコン
RZB02 14,800円(税別)

※対象機種において

・LED専用形非常灯 直付形
・LED専用形非常灯 埋込形
・LEDライトユニット形Myシリーズ非常灯
・LEDライトユニット形Myシリーズ非常灯
  階段通路誘導灯兼用形

従来わずらわしかった蓄電池容量の定期点検の負担を大幅に軽減できます。

YouTube 再生リスト

こちらから▶

高所に設置された防災照明器具は、
点検時に脚立などが必要です。

従来品 リモコン自己点検機能付

リモコン操作で自動点検をスタート。
ラクラク点検が可能です。

明書をご確認ください。
別)

ら
す

ンスンス
きます。
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照明器具に関するお問合せ先
三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
【照明器具】（ 0120）348-027（無料） Tel.（ 0467）41-2736（有料） Fax.（ 0467）46- 8861
　　　　　受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc0hNrp0tZdrEbbHD6VzPjCGgyWW_79pI
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